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法令及び当社定款第14条に基づき電子提供措置事
項から一部を除いた書面をご送付しております。
したがって、ご送付している書面の頁番号、項番、
参照頁の記載は電子提供措置事項と同一となってお
りますので、ご了承ください。 株式会社両毛システムズ

証券コード：9691

第55回

定時株主総会
招集ご通知

2024年６月19日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前９時）

開催
日時

群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地
当社１階
プレゼンテーションルーム

開催
場所
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証券コード 9691
2024 年 ６ 月 ３ 日

（電子提供措置の開始日 2024年５月28日）
株 主 各 位

群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地
株式会社両毛システムズ
代表取締役社長 北 澤 直 来

第55回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度の能登半島地震により被災された皆さま、ならびにそのご家族の皆さまに心よりお

見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、当社第55回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブ

サイトに「第55回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
（https://www.ryomo.co.jp/ir/news.html）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年６月18日（火曜
日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2024年６月19日（水曜日）午前10時
２. 場 所 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地

当社１階 プレゼンテーションルーム
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）
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３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第55期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第55期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎開会間際には会場受付が混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。なお、
受付開始時刻は午前９時を予定しております。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

◎書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に
基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに
際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

・連結注記表
・個別注記表



株主総会にご出席される場合

書面（郵送）で議決権を行使される場合

インターネットで議決権を行使される場合

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

議決権行使についてのご案内

2024年６月18日（火曜日）午後５時30分まで

2024年６月18日（火曜日）午後５時30分到着まで

2024年６月19日（水曜日）午前10時

次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、画面の案内に従って、
賛否を入力してください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函く
ださい。

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに、同封の議決
権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効
として取扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

開催日時

行使期限

行使期限
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内にしたがって賛否を
ご入力ください。

3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は、画面の案内にしたがって賛否をご入力
ください。

2

議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック
2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員５名は、本定時株主総会終結の時をもって
任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）５名の選任
をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討が
なされた結果、適任であると判断されております。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位、担当 取締役会出席状況

１
きた ざわ なお き

北澤 直来 再 任

代表取締役社長
社長執行役員
グループ統括
グループCEO（最高経営責任
者）

12回／12回

２
やま ざき のぶ ひろ

山崎 信宏 再 任

取締役
専務執行役員
品質保証担当
管理機能統括
データセンタービジネス事業
統括
管理統括本部長

12回／12回

３
ふじ の しゅう じ

藤野 修二 再 任

取締役
専務執行役員
事業統括
事業統括本部長
事業本部長

11回／12回

４
かみ やま かず のり

上山 和則 再 任

取締役
常務執行役員
管理機能担当
コンプライアンス担当
管理本部長

12回／12回

５
おお さわ みのる

大澤 実 再 任

取締役
常務執行役員
データセンタービジネス担当
標準化担当、東京支社担当
データセンタービジネス推進
本部長
東京支社長

10回／10回

（注）大澤実氏については、就任後開催の取締役会の出席状況を記載しております。
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取締役候補者
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

北
きた

澤
ざわ

直
なお

来
き

（1958年２月１日生）

1982年４月 当社入社
2009年４月 当社執行役員
2011年６月 当社取締役に就任
2012年４月 当社社会・産業事業本部長
2012年６月 当社常務執行役員
2015年４月 当社専務執行役員

当社事業統括、構造改革担当
2018年６月 当社代表取締役に就任
2019年６月 当社代表取締役社長に就任 現在に至る

当社社長執行役員 現在に至る
2020年４月 当社グループ統括 現在に至る

当社グループCEO（最高経営責任者）
現在に至る

12,300株

【取締役候補者とした理由】
候補者北澤直来氏は、中核事業で担当役員を歴任し、業容を拡大してきた豊富な経験や知見を有し

ております。また、2019年6月から当社代表取締役社長を務めており、経営の指揮及び監督を適切に
行っております。これらのことから、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、引き続
き取締役として選任をお願いするものです。
なお、同氏を本株主総会で選任いただいた場合、引き続き代表取締役社長に選定する予定です。

２

山
やま

崎
ざき

信
のぶ

宏
ひろ

（1960年７月15日生）

1985年４月 当社入社
2011年５月 当社執行役員
2013年６月 当社取締役に就任 現在に至る
2015年４月 当社常務執行役員
2018年４月 当社品質保証担当 現在に至る
2020年４月 当社専務執行役員 現在に至る

当社管理機能統括 現在に至る
データセンタービジネス事業統括 現在に至る
当社管理統括本部長 現在に至る

（重要な兼職の状況）
株式会社両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リ
ミテッド代表取締役会長

8,400株

【取締役候補者とした理由】
候補者山崎信宏氏は、中核事業の担当役員を務め業容を拡大してきた豊富な経験と管理統括本部長

を務め管理業務全般に関する知見を有しております。これらのことから、その能力・経験等を当社グ
ループの経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

３

藤
ふじ

野
の

修
しゅう

二
じ

（1963年10月19日生）

1986年４月 当社入社
2011年５月 当社執行役員
2013年６月 当社取締役に就任 現在に至る
2015年４月 当社常務執行役員
2020年４月 当社専務執行役員 現在に至る

当社事業統括 現在に至る
当社事業統括本部長 現在に至る

2021年４月 当社事業本部長 現在に至る
（重要な兼職の状況）
株式会社両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレー
ション取締役

8,600株

【取締役候補者とした理由】
候補者藤野修二氏は、中核事業の担当役員を務め業容を拡大してきた豊富な経験と事業統括本部長

を務め、すべての事業分野の事業環境や提供する製品・サービスに精通し、事業分野に関する経験や
知見を有しております。これらのことから、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、
引き続き取締役として選任をお願いするものです。

４

上
かみ

山
やま

和
かず

則
のり

（1962年10月５日生）

1987年４月 当社入社
2013年４月 当社執行役員

当社管理機能、コンプライアンス担当
現在に至る

2017年６月 当社取締役に就任 現在に至る
2020年４月 当社常務執行役員 現在に至る

当社管理本部長 現在に至る
（重要な兼職の状況）
株式会社両毛ビジネスサポート代表取締役社長

5,600株

【取締役候補者とした理由】
候補者上山和則氏は、管理機能やコンプライアンスの担当役員を務め、管理業務全般に精通し、長

年にわたる豊富な実務経験と深い知見を有しております。これらのことから、その能力・経験等を当
社グループの経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

５

大
おお さわ

澤 実
みのる

（1967年１月16日生）

1989年４月 当社入社
2013年４月 当社執行役員
2020年４月 当社常務執行役員 現在に至る

データセンタービジネス担当 現在に至る
標準化担当、東京支社担当 現在に至る
データセンタービジネス推進本部長
現在に至る

2023年６月 当社取締役に就任 現在に至る
2024年５月 東京支社長 現在に至る

11,700株

【取締役候補者とした理由】
候補者大澤実氏は、中核事業の担当役員を務め、業容を拡大してきた豊富な経験とデータセンター

ビジネス推進本部長を務め、データセンタービジネス分野に関する経験や知見を有しております。こ
れらのことから、その能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、引き続き取締役として選任
をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、株主

代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害賠償金、争訟費用の損害を当該保険契約により填補すること
としております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役の福田 哲夫、星野 陽司、小島 昇の各氏は、本定時株主総会終

結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位、担当 取締役会出席状況

１
ふく だ てつ お

福田 哲夫 再 任 取締役（常勤監査等
委員） 12回／12回

２
ほし の よう じ

星野 陽司
再 任
社 外
独 立

社外取締役（監査等
委員） 12回／12回

３
こ じま のぼる

小島 昇
再 任
社 外
独 立

社外取締役（監査等
委員） 12回／12回
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監査等委員である取締役候補者
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１

福
ふく

田
だ

哲
てつ

夫
お

（1961年５月19日生）

1984年４月 当社入社
2011年５月 当社執行役員
2015年４月 当社品質部長
2020年６月 当社取締役（監査等委員）に就任

現在に至る

2,900株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
候補者福田哲夫氏は、事業分野の執行役員や品質業務を務め、豊富な実務経験と深い知見を有して

おります。これらのことから、その経験や知見を当社グループのコーポレート・ガバナンスの更なる
強化に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

２
星
ほし

野
の

陽
よう

司
じ

（1949年７月28日生）

1991年４月 星野物産株式会社代表取締役社長に就任
現在に至る

1995年４月 群馬興業株式会社代表取締役社長に就任
現在に至る

2003年６月 当社監査役に就任
2007年９月 前橋運輸株式会社代表取締役社長に就任

現在に至る
2016年６月 当社取締役（監査等委員）に就任

現在に至る
（重要な兼職の状況）
星野物産株式会社代表取締役社長
前橋運輸株式会社代表取締役社長
群馬興業株式会社代表取締役社長

27,400株

【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
候補者星野陽司氏は、2016年６月から当社社外取締役を務めており、当社グループの経営の監督を

適切に行っております。同氏は、星野物産株式会社をはじめとする複数の企業経営に携わっておられ、
企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割と
して、上記の経験や見識をもとに、当社グループの経営の監督及び経営全般のアドバイスをいただく
ことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待されるため、引き続き社外取締役として選任を
お願いするものです。



― 11 ―

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

３
小
こ

島
じま

昇
のぼる

（1948年12月19日生）

1981年５月 税理士登録
1982年３月 公認会計士登録
2001年12月 千代田国際公認会計士共同事務所代表に就任

現在に至る
2014年１月 千代田税理士法人代表に就任 現在に至る
2020年６月 当社取締役（監査等委員）に就任

現在に至る
（重要な兼職の状況）
千代田国際公認会計士共同事務所代表
千代田税理士法人代表

1,800株

【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
候補者小島昇氏は、2020年6月から当社社外取締役を務めており、当社グループの経営の監督を適

切に行っております。同氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会
計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割と
して、上記の知識や経験をもとに、当社グループの経営の監督及び経営全般のアドバイスをいただく
ことでコーポレート・ガバナンスの更なる強化が期待されるため、引き続き社外取締役として選任を
お願いするものです。

（注）１．候補者 福田 哲夫、小島 昇の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者 星野 陽司氏は、前橋運輸株式会社の代表取締役社長であります。当社は前橋運輸株式会社

との間に機器運搬業務の取引関係があります。
３．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、株主

代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害賠償金、争訟費用の損害を当該保険契約により填補すること
としております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新
時には同内容での更新を予定しております。

４．星野 陽司、小島 昇の両氏は、社外取締役候補者であります。
①星野 陽司、小島 昇の両氏を社外取締役候補者とした理由は、「監査等委員である取締役候補者と
した理由及び期待される役割の概要」に記載のとおりであります。

②星野 陽司氏は、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役として
の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって８年となります。

③小島 昇氏は、当社の監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての
在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年となります。

④当社は、星野 陽司、小島 昇の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。両氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員として届け出る予
定であります。

⑤いずれの候補者も、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはあり
ません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義
務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
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⑥いずれの候補者も、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はな
く、また過去２年間に受けていたこともありません。

⑦いずれの候補者も、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その
他これに準ずるものではありません。

⑧当社は、星野 陽司、小島 昇の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は法令が定める額としております。なお、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定
であります。

＜ご参考＞
取締役のスキルマトリックス
取締役会は経営上の戦略的な意思決定を行うこと及び経営の監督を行うことに専念し、業務

執行機能は分離いたしました。取締役会は全体としての知識・経験・能力のバランス等を総合
的に判断し、的確かつ迅速な意思決定を図ることができる体制としております。

会社における地位 氏名 企業経営 ICT 営業 人事
人材育成 財務会計 リスク

管理
ESG
SDGs

代表取締役社長 北澤直来 ○ ○ ○
取締役 山崎信宏 ○ ○ ○ ○
取締役 藤野修二 ○ ○ ○ ○
取締役 上山和則 ○ ○ ○
取締役 大澤実 ○ ○ ○
取締役
監査等委員 福田哲夫 ○ ○ ○
社外取締役
監査等委員 星野陽司 ○ ○
社外取締役
監査等委員 小島昇 ○ ○ ○
社外取締役
監査等委員 竹原朋子 ○ ○

以 上
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事 業 報 告
（2023

2024
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行

し、社会経済活動は正常化に向かうなか、設備投資には持ち直しの動きがみられ、企業収
益も総じて改善されるなど、景気に緩やかな回復基調が見受けられました。しかしなが
ら、円安を背景とした原材料やエネルギー価格をはじめとした諸物価の上昇、海外景気の
下振れ懸念、地政学リスクへの警戒など、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしまし
た。
情報サービス産業におきましては、公共分野において、政府が進める地方公共団体の基

幹業務システムの統一・標準化への取り組みが進展し、行政サービスにおけるデジタル化
の実現に向けた動きが見受けられました。民間分野においては、引き続き、業務効率を目
的としたＩＣＴ投資に加え、ビジネスモデルの変革を伴うデジタル化に向けた取り組みが
見受けられました。また、様々なクラウドサービスの出現、浸透によって、システムの所
有からサービスの利用への流れは引き続き拡大するものと見受けられました。
一方で、サイバー攻撃などによる情報漏えいや地震などの自然災害へのリスク対策の重

要性は高まり、安全で安心して利用できる安定したＩＣＴサービスに対するニーズはます
ます高まっております。
このような状況のなか、当社及び連結子会社（以下、当社グループ）では、当期より

10次中期経営計画がスタートし、「ＲＳビジョン」実現に向け、重点施策として「強化・
拡大」、「変革・成長」、「構造改革」に取り組み、公共分野及び民間分野とも受注拡大、製
品・サービス強化、ならびに収益構造の改善に取り組んでまいりました。また、ＩＣＴソ
リューションを通じて社会課題の解決に取り組み、地域や社会の進化・発展に貢献するた
めの活動を実施してまいりました。
「強化・拡大」では、両事業セグメントともに堅調に推移し、売り上げ、利益に貢献い

たしました。具体的には、公共分野において、自治体・警察向けソリューションビジネス
の拡大に取り組んでまいりました。民間分野では、エネルギー事業において、大型ＳＩ案
件に取り組むほか、組込（モビリティ）事業においては、企業の業界構造の変化に伴う積
極的な投資を背景に受注拡大に努めてまいりました。また、両分野において、法改正に伴
うシステム改修案件への対応やクラウドサービス拡大に取り組んでまいりました。
データセンタービジネスの強化では、「ＧＲＥＥＮ（グリーン）」「ＴＲＵＳＴ（トラス

ト）」「ＯＰＥＮ（オープン）」をコンセプトとした新たなデータセンター（正式名称：両
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毛システムズデータセンター）が2024年４月17日に稼働を開始し、事業拡大に向けた環
境を拡充することができました。
「変革・成長」では、民間分野において、テレメータリングサービス※1の充実に向け

た、クラウドサービス（メーターデータ運用管理システム）で、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１
７認証※2を取得し、電力スマートメーター通信網を活用した水道使用量の自動検針及びデ
ータ利活用に関する共同実証実験へも参画いたしました。また、製造業のお客さま向けの
ＤＸ支援では、ＡＭＯサービス※3強化に継続して取り組んでまいりました。
「構造改革」では、データセンターを活用したクラウド利用料ビジネスの拡大等によ

り、収益が平準化されてまいりました。また、人を活かすしくみづくりの一環として、既
存のお客さまを大切に、新たな働き方で新価値創造と持続的な成長を実現するための整備
に努めてまいりました。
その結果、売上高は18,170百万円（前期比5.4％増）、営業利益は1,850百万円（前期

比4.8％増）、経常利益は1,859百万円（前期比4.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利
益は944百万円（前期比22.1％減）となりました。
なお、当社は、2024年３月29日付け「当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」に

記載のとおり、株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋
地方裁判所より、株式会社オージス総研の請求を一部認容し、410百万円及びその遅延損
害金を支払う旨の判決を言い渡されました。
当社はこの判決に対し控訴しておりますが、本判決が最終的に前橋地方裁判所の判決通

りに確定した場合に備え、これらにより発生する損害賠償額及びその遅延損害金を訴訟損
失引当金繰入額として566百万円を特別損失に計上いたしました。
※１ テレメータリングサービス：スマートメーターから得られる様々なデータを管理す

るしくみ
※２ ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１７認証：クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理

策のガイドライン規格
※３ ＡＭＯ(Application Management Outsourcing)サービス：お客さまの業務シス

テムを企画・設計から運用・保守までのシステムライフサイクルを通してサポート
するサービス

次にセグメントごとの状況をご報告いたします。
〔公共事業セグメント〕
公共事業セグメントは、自治体・警察・水道事業者向けのシステム販売によるソフトウ

ェア開発・システム販売分野が堅調に推移したほか、クラウドサービスやグループの総合
力を活かしたアウトソーシング・サービス等の情報処理サービス分野が堅調に推移したこ
と等が、売り上げ、利益に貢献いたしました。一方で、標準化に向けた調査・研究や一部
のプロジェクトで不採算案件が発生したこと等により、売上高は8,963百万円（前期比
3.9％増）、セグメント利益は1,667百万円（前期比12.5％減）となりました。
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〔社会・産業事業セグメント〕
社会・産業事業セグメントは、車載系組込ソフトウェア開発支援業務や製造業向けＡＭ

ＯサービスなどのＩＴエンジニアリングサービス、また、ガス事業者向け「ＧＩＯＳ®
（ジーオス）」のシステム販売が堅調に推移したこと等により、ソフトウェア開発・システ
ム販売分野が堅調に推移し、売り上げ、利益に貢献いたしました。
その結果、売上高は9,207百万円（前期比7.0％増）、セグメント利益は2,106百万円

（前期比19.8％増）となりました。

② 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資は、776百万円であり、公共事業セグメントの主なものはサ

ーバ機器増設等であります。社会・産業事業セグメントの主なものはクラウドＰＣ増設等
であります。また、全社共通として本社設備の老朽化更新を実施しております。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度においては、データセンターの新設を目的として、2,000百万円の資金

調達を行いました。
④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。
⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。
⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

特記すべき事項はありません。
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（2）企業集団ならびに当社の営業成績及び財産の状況の推移
① 企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第52期
（2021年３月期）

第53期
（2022年３月期）

第54期
（2023年３月期）

第55期
（当連結会計年度）
（2024年３月期）

売 上 高（千円） 16,640,697 15,500,147 17,234,018 18,170,827

経 常 利 益（千円） 1,369,609 1,393,701 1,775,401 1,859,323
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（千円） 821,770 965,271 1,213,068 944,888

１株当たり当期純利益 234円87銭 275円89銭 346円72銭 270円07銭

総 資 産（千円） 16,693,035 16,470,487 18,819,522 21,840,198

純 資 産（千円） 9,557,979 10,218,109 11,059,364 12,291,646

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,731円74銭 2,920円52銭 3,160円96銭 3,513円26銭

② 当社の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第52期
（2021年３月期）

第53期
（2022年３月期）

第54期
（2023年３月期）

第55期
（当事業年度）

（2024年３月期）
売 上 高（千円） 15,724,968 14,917,620 15,701,838 16,305,164

経 常 利 益（千円） 1,170,068 1,476,901 1,544,681 1,754,170

当 期 純 利 益（千円） 695,092 1,351,557 1,048,186 914,172

１株当たり当期純利益 198円66銭 386円29銭 299円59銭 261円29銭

総 資 産（千円） 15,634,468 16,214,041 18,411,035 21,048,577

純 資 産（千円） 8,950,313 10,106,689 11,031,655 11,908,953

１ 株 当 た り 純 資 産 額 2,558円06銭 2,888円67銭 3,153円04銭 3,403円88銭
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社への議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ミ ツ バ 5,000百万円 51.3％ 自動車部品ならびに用品の製造販売、小型電
気機器の製造販売

親会社との関係
・当社は、親会社との間で基本取引契約を締結し、ソフトウェア開発・システム販売等を行ってお
ります。

・当社は、親会社との間で賃貸借契約を締結し、当社所有の建物を賃貸しております。
・当社は、親会社との間で賃貸借契約を締結し、建物及び土地を賃借しております。

親会社等との間の取引
・親会社である株式会社ミツバは、当社の株式を1,795千株保有しております。
・当社は、親会社へソフトウェア開発・システム販売等を行っております。
・当社はこれらの取引に関して、市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、協議によ
り決定しております。

・これらの取引は、取締役会等が当社の社内規程に基づき、親会社から独立して最終的な意思決定
を行っており、当社の利益を害するものではありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社
両毛ビジネスサポート 30百万円 100.0％ ソフトウェアのヘルプデスクサポート及びビ

ジネスプロセスのアウトソーシング
リョウモウ・ベトナム・
ソリューションズ・
カンパニー・リミテッド

7,872百万ベトナム
ドン 100.0％ ソフトウェアの設計及び開発

リョウモウ・フィリピンズ・
インフォメーション・
コ ー ポ レ ー シ ョ ン

22百万フィリピン
ペソ 100.0％ システムサポート及び運用サービス

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
当社グループを取り巻く環境は、公共分野において、政府が進める地方公共団体の基幹業

務システムの統一・標準化への取り組みが進み、また、民間分野においては、引き続き、業
務効率を目的としたＩＣＴ投資に加え、ビジネスモデルの変革を伴うデジタル化に向けた取
り組みが推進されるものと見受けられます。さらに、様々なクラウドサービスの出現、浸透
によって、システムの所有からサービスの利用への流れは引き続き拡大するものと考えられ
ます。
一方で、サイバー攻撃などによる情報漏えいや地震などの自然災害へのリスク対策の重要

性が高まるなか、安心して利用できる安全で安定したサービスを利用することへのお客さま
のニーズはますます高まっております。
また、当社グループでは、既存ソリューションの強化、品質及び生産性向上に取り組み、

お客さまとの信頼関係を強化できたことにより、大規模かつ高度なＳＩ案件につなげること
ができましたが、人材面では、ＩＴ需要の高まりを背景に、技術者が不足するなか、成長に
向けた人材確保やクラウドサービスなどのインフラ技術者やＤＸに必要な技術者の育成が急
務となっております。
このような状況のなか、当社グループは、新価値の創造と顧客価値の最大化を目指す経営

を推進し、当社グループビジョンの実現を目指してまいります。そして、10次中期経営方
針を受け、「変革・成長」、「強化・拡大」、「構造改革」に取り組み、10次中期経営計画達成
を目指してまいります。

① 研究機能の充実
急速に高度化する技術を取り入れ、既存事業の深化、情報創造ソリューションの創造を

図るため、研究機能を充実いたします。
② データセンタービジネスの強化

ＩＣＴシステムは「所有から利用」へと使用環境が変化し、クラウドサービス利用は拡
大しております。サイバー攻撃などの脅威や自然災害や感染症拡大に伴うリスクへの対応
等、事業継続に関わるソリューションサービスの需要も高まっております。当社グループ
は、安全なデータセンターを活用して、多様なサービスメニューを、すべてのお客さま
に、ワンストップで提供できるようデータセンタービジネスの強化を図ってまいります。

③ 製品・サービスの品質向上
今後も安定した製品・サービスを提供し続けるために、品質マネジメントシステムの継

続的な改善を通して、品質向上に努めてまいります。
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④ 標準化の推進による生産性向上
ＩＣＴシステムの進化により、求められる開発技術や専門知識もより高度化、複雑化い

たします。業務プロセスや開発プロセスの標準化を推進し、生産性向上を図ってまいりま
す。

⑤ セキュリティソリューションサービスの充実
ネットワーク社会の進化とともに、外部からの侵入防止、内部からの情報漏えい対策な

ど、セキュリティ対策が経営上の重要な課題となっております。当社はセキュリティ対策
の様々な経験を活かし、ネットワークを安全かつ効率的に維持するソリューションサービ
スの充実を図ってまいります。

⑥ 人材の確保・育成
新技術の実用化を契機として、ＩＣＴインフラは急速に進化するものと予測されていま

す。このような状況のなか、当社グループの成長には、高度な技術者の確保・育成が最重
要課題と考え、多様な技術者の確保・育成を推進いたします。

⑦ コンプライアンスの強化
コーポレートガバナンス・コードへの対応等、企業経営の透明性に関する社会的な要請

が高まっております。当社グループでは、コーポレート・ガバナンス、内部統制システム
及び情報セキュリティ対策等の充実を図り、経営理念及び倫理規範の浸透活動、コンプラ
イアンス教育や情報セキュリティ教育などにより、コンプライアンス強化を進めてまいり
ます。

⑧ 魅力ある職場づくり
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働き方のニーズが多様化するなかで、優秀な人

材を継続して確保していくことが企業の競争力向上につながるとの考え方から、多様な働
き方への対応の動きが進んでおります。当社グループでは、多様で柔軟な働き方への対
応、全社員の活躍を通して、魅力ある職場づくりを推進いたします。

⑨ ＳＤＧｓへの取り組み
私たちを取り巻く環境は、気候変動問題、人権問題などグローバリゼーションが進むな

かで地球規模の社会・環境課題が顕在化し、世界的にこれらの解決に取り組む意識が高ま
っています。当社グループでは、ＩＣＴソリューションを通じて、お客さまの経営課題解
決に取り組むとともに、社会課題の解決に努めてまいります。

（5）主要な事業内容（2024年３月31日現在）
① ソフトウェア開発・システム販売
② 情報処理サービス
③ システム機器・プロダクト関連販売
④ その他の情報サービス
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（6）主要な営業所等（2024年３月31日現在）
① 当社

【本 社】群馬県桐生市
【支 社】東京都千代田区
【営業所】高崎、埼玉、茨城、宇都宮
【サポートセンター】中部（豊橋、名古屋）、西日本（広島）
【開発センター】太田、仙台

② 連結子会社
株式会社両毛ビジネスサポート（群馬県桐生市）
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテッド
（ベトナム ホーチミン市）
リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーション
（フィリピン マカティ市）

（7）使用人の状況（2024年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
1,007人 7人（増）

② 当社の使用人の状況
区 分 使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

人 人 歳 年
男 性 561 37（減） 42.4 16.8
女 性 175 8（増） 40.3 16.0
合 計 又 は 平 均 736 29（減） 41.9 16.6

（8）主要な借入先の状況（2024年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

千円
株 式 会 社 横 浜 銀 行 800,000
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 500,000
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 500,000
株 式 会 社 群 馬 銀 行 500,000

（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
当社は、株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋地方裁

判所より、株式会社オージス総研の請求を一部認容し、410,473千円及びその遅延損害金
を支払う旨の判決を言い渡されました。当社はこの判決に対して控訴しておりますが、本判
決が最終的に前橋地方裁判所の判決通りに確定した場合に備え、これらにより発生する損害
賠償額及びその遅延損害金を訴訟損失引当金繰入額として566,458千円を特別損失に計上
いたしました。
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２．株式の状況（2024年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 8,000,000株
（2）発行済株式の総数 3,510,000株
（3）株主数 897名（前事業年度末比125名減）
（4）大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 ミ ツ バ 1,795 51.3

株 式 会 社 横 浜 銀 行 173 4.9

吉 田 知 広 105 3.0

CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC /UCITS CUSTOMERS ACCOUNT 84 2.4

日 野 貞 実 70 2.0

岡 三 証 券 株 式 会 社 68 1.9

セ コ ム 損 害 保 険 株 式 会 社 65 1.8

両 毛 シ ス テ ム ズ 従 業 員 持 株 会 59 1.7

有限会社サンフィールド・インダストリー 59 1.6

桐 生 瓦 斯 株 式 会 社 40 1.1

株 式 会 社 柳 栄 精 工 40 1.1
（注）持株比率は自己株式（11,358株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2024年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 北 澤 直 来 グループ統括

グループCEO（最高経営責任者）

取 締 役
専 務 執 行 役 員 山 崎 信 宏

管理機能統括、データセンタービジネス事業統括
品質保証担当、管理統括本部長
株式会社両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテ
ッド代表取締役会長

取 締 役
専 務 執 行 役 員 藤 野 修 二

事業統括、事業統括本部長、事業本部長
株式会社両毛ビジネスサポート取締役
リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コーポレーシ
ョン取締役

取 締 役
常 務 執 行 役 員 上 山 和 則

管理機能担当、コンプライアンス担当、管理本部長
株式会社両毛ビジネスサポート監査役
リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニー・リミテ
ッド取締役

取 締 役
常 務 執 行 役 員 大 澤 実

データセンタービジネス担当
標準化担当、東京支社担当
データセンタービジネス推進本部長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 福 田 哲 夫

取 締 役
（監 査 等 委 員） 星 野 陽 司

星野物産株式会社代表取締役社長
前橋運輸株式会社代表取締役社長
群馬興業株式会社代表取締役社長

取 締 役
（監 査 等 委 員） 小 島 昇 千代田国際公認会計士共同事務所代表

千代田税理士法人代表
取 締 役
（監 査 等 委 員） 竹 原 朋 子 東京清新法律事務所副所長

株式会社藤生総研取締役
（注）１．取締役 福田 哲夫氏は常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員の監査・監督機能を強

化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならび
に会計監査人、内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委
員を選定しております。

２．監査等委員である取締役星野 陽司、小島 昇及び竹原 朋子の３氏は、社外取締役であります。
なお、当社は、３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。

３．監査等委員である取締役 小島 昇氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する
相当程度の知見を有するものであります。
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（2）当事業年度中に退任した取締役
氏 名 退 任 日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

荻 野 研 司 2023年６月21日 任期満了 取締役相談役

市野澤 邦 夫 2023年６月21日 任期満了 監査等委員である取締役

（3）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ

重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

（4）会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
① 被保険者の範囲
・当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役、当社監査等委員である取締役、
当社執行役員及び重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料を全額
当社が負担しております。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
・当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間
で締結し、被保険者が負担することになる、株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損
害賠償金、争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。

（5）取締役の報酬等の額
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
・当社取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能
するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を2021年２月16日開催の取締役会において決議いたしました。

・業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、
基本報酬のみを支払うことといたします。
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・当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の
業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしており
ます。

・業績連動報酬等は、事業年度ごとの会社業績向上に対する意識を高めるため、単年度の
経営業績の達成度を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対す
る達成度合い及び個人業績評価等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年、
一定の時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応
じて見直しを行うものとしております。

・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイ
トが高まる構成とし、取締役会は種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等の内容を
決定することとしており、業績連動報酬の割合は、役職に応じて30％から40％に設定し
ております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・当社取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第47回定
時株主総会において年額150百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数
は８名であります。

・当社監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月23日開催の第47回定時株
主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監
査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役は２名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
・当事業年度においては、2021年２月16日開催の取締役会にて代表取締役社長 社長執行
役員である北澤 直来に取締役の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしてお
ります。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を
踏まえた賞与の評価配分であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績
を俯瞰しつつ各取締役の担当領域の評価を行うには代表取締役社長 社長執行役員が最も
適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長 社長執行役員によ
って適切に行使されるよう、社外取締役に原案を説明し同意を得ており、当該手続きを
経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方
針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員であ
るものを除く） 68,640 53,106 15,534 ― 6

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

28,302
（13,500）

28,302
（13,500） ― ― 5

（4）

（注）１．業績連動報酬等として、取締役に対して経営業績の達成度によって変動する報酬を導入しておりま
す。業績連動報酬に関わる業績指標は、営業利益額の達成度であります。当該業績指標を選択した
理由は、当社の主な事業内容は、ソフトウェア開発・システム販売、情報処理サービス、システム
機器・プロダクト関連販売、その他の情報サービスであり、営業利益額が最も妥当な業績指標と考
えております。最近事業年度における当該業績連動報酬に関わる業績指標の目標は、適宜、環境の
変化に応じて見直しを行うものとします。なお、業績指標の実績は34頁の連結損益計算書に記載の
とおりであります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．当事業年度末日現在の取締役（監査等委員を除く）は５名、監査等委員である取締役は４名（うち

社外取締役３名）であります。上記の支給人員と相違しておりますのは、2023年６月21日開催の
第54回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含んでいるためであります。
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（6）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・監査等委員である取締役星野 陽司氏は、星野物産株式会社の代表取締役社長でありま
す。当社は星野物産株式会社との間に特別の関係はありません。また、同氏は前橋運輸
株式会社の代表取締役社長であります。当社は前橋運輸株式会社との間に機器運搬業務
の取引関係があります。また、同氏は群馬興業株式会社の代表取締役社長であります。
当社は、群馬興業株式会社との間に特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役小島 昇氏は、千代田国際公認会計士共同事務所の代表であり
ます。また、同氏は千代田税理士法人の代表であります。当社は千代田国際公認会計士
共同事務所及び千代田税理士法人との間に特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役竹原 朋子氏は、東京清新法律事務所の副所長であります。当
社は東京清新法律事務所との間に顧問契約及び委任契約の取引関係があります。また、
同氏は株式会社藤生総研の取締役であります。当社は、株式会社藤生総研との間に特別
の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況

地 位 氏 名
出席回数 発言状況及び期待される役割に関して

行った職務の概要取 締 役 会
（12 回 開 催）

監査等委員会
（12 回 開 催）

取 締 役
（監査等委員） 星 野 陽 司 12回（100%） 12回（100%）

主に企業経営に関する豊富な経験と高い見識
から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための助言・提言を行うことで、
経営全般を監督する役割を果たしておりま
す。

取 締 役
（監査等委員） 小 島 昇 12回（100%） 12回（100%）

公認会計士としての専門的見地から、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行うことで、経営全般を監
督する役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 竹 原 朋 子 10回（100%） 10回（100%）

弁護士としての専門的見地から、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言を行うことで、経営全般を監督す
る役割を果たしております。

（注）監査等委員である取締役竹原 朋子氏については、就任後開催の取締役会、及び、監査等委員会の出席状
況を記載しております。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 新宿監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について、当社監査等委員会は、会計監査人の監査方針及び監査計画を確認
した結果、これまでの会計監査人の職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われると判断で
き、会計監査人の報酬等は合理的な水準であると判断し、会社法第399条第１項及び第３項の同
意を行っております。

２．当社の重要な子会社のうち海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監
査を受けております。

３．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定めるいずれかの事由に該当

し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いた
します。
この場合、選定監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を

解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人の適格性や職務遂行状況、監査の品質等を総合的に勘案し、独立性を害

する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委
員会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、当該議案を株主総会に提
案いたします。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
（1）当社取締役及び使用人ならびに子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制について
① 当社は、取締役会にて経営上の重要な事項に関する意思決定を法令・定款及び「経営理
念・行動理念」に基づき行います。

② 当社は、代表取締役社長が議長を務める「関係会社経営会議」を設置し、当社グループ
における業務執行を統括いたします。

③ 当社は、コンプライアンスを統括する執行役員を任命し、法令ならびに社会規範等の遵
守状況の確認及び改善を行います。

④ 当社は、当社グループが社会の期待に応え信頼される企業となるために、当社グループ
で働く全ての人々のコンプライアンス意識を高めるべく、「倫理規範」の周知徹底を図り
ます。

⑤ 当社は、グループの業務執行状況について監査室が内部監査を実施し、必要とされる改
善指示を行います。

⑥ 当社は、当社グループに係る内部通報制度として、社内常設の窓口である「ＲＳなんで
も相談窓口」を設置いたします。

（2）当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
当社は、取締役会議事録その他、経営意思決定に係る重要な情報は「文書管理規程」等の

社内規程に従って、適切に保存及び管理を行います。
（3）当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

① 当社は、リスク管理に係る社内規程を整備し、前述の関係会社経営会議にて当社グルー
プにおいて発生し得る損失の危険の管理に対応するための取組みを進めております。ま
た、当社グループの損失の危険の管理に対する対応の周知と徹底を図ります。

② 当社ならびに当社グループは、ミツバグループで定められたＢＣＰ（事業継続計画）と
連携して、適切な管理体制を整備いたします。

（4）当社取締役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制について

① 当社は、取締役会より業務執行を委任された執行役員制度を採用しております。当社取
締役会は、その委任した業務の執行状況について当該執行役員から適宜報告を受けます。
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② 当社は、重要な経営課題の審議及び意思決定を行う、「経営計画会議」及び「常務会」
等を設け業務執行の迅速化を図ります。

③ 当社ならびに当社グループ各社は、中期及び単年度の事業計画を策定し、各部門及びグ
ループ各社においてその達成のために必要とされる具体的な諸施策を立案し実行いたしま
す。

（5）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
① 当社は、経営計画会議において当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行
い、グループ経営体制の強化を図ります。関係会社経営会議では、定期的に各社の事業状
況の報告を受けております。

② 当社は、グループ各社を担当する執行役員を任命し、子会社の事業状況その他の重要事
項について各社より報告を受け、必要に応じ指導を行います。

（6）当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等
委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項について

① 当社は、当社監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、当
社監査等委員会と配置について協議を行います。

② 当社監査等委員会の職務を補助する従業員の人事及び組織変更については、事前に監査
等委員会の同意を得ます。

③ 当社監査等委員会の職務を補助すべき従業員は、その職務において当社監査等委員会の
指揮命令のもと職務を遂行し、当社取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令
は受けません。

（7）当社ならびに子会社の取締役等（監査等委員である取締役を除く）及び使用人又はこれら
の者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制、報告をしたことを
理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について

① 当社ならびに子会社の取締役等（監査等委員である取締役を除く）及び従業員は、当社
監査等委員会に主な業務執行状況を適宜適切に報告いたします。また、当社監査等委員会
から業務執行に関する事項につき求められたときは速やかに報告を行います。加えて、法
令違反行為等の当社グループに著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見したときは直
ちに当社監査等委員会に報告を行います。
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② 当社監査室及び関連部門は、当社監査等委員会に対し定期的に当社内部通報窓口に対す
る相談状況の報告を行います。

③ 当社は、当社ならびに子会社の取締役等（監査等委員である取締役を除く）及び従業員
が当社監査等委員会へ直接通報又は報告を行える旨を定めた社内規程、ならびに当社監査
等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを受けることのない旨を定めた社内規
程を整備するとともに、当社の取締役等及び従業員に対し、この旨を周知徹底いたしま
す。

（8）当社監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針について
① 当社は、当社監査等委員会が職務の執行に際し法令に基づいて費用の支出又は弁済を求
めたときは、これを速やかに処理いたします。

② 前項に加え、当社監査等委員会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当
社はこれに要する費用を負担いたします。

（9）その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
① 当社常勤の監査等委員は、監査の実効性を確保するため、取締役会、常務会等、経営の
重要な意思決定や業務執行の会議に出席するとともに付議資料を事前に確認いたします。

② 当社監査等委員会は、当社監査等委員会が定めた監査方針、監査計画に従い監査室、会
計監査人及び代表取締役と定期的に意見交換を行います。

（10）財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について
当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、社内諸規程

に基づきその仕組みが有効かつ適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を実
施いたします。

（11）反社会的勢力排除に向けた基本的な体制について
当社は、前述の「倫理規範」において反社会的勢力との関係断絶を掲げております。社会

の秩序や安全に影響を与える反社会的勢力又はこれと関係のある人や会社とは、関係を持ち
ません。



― 31 ―

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制として、当社取締役会に

て決議した「内部統制システムの基本方針」に基づき、コンプライアンス体制ならびにリスク
マネジメント体制等の構築及び整備を行っております。
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであ

ります。

（1）コンプライアンス体制
当社は、コンプライアンスを統括する執行役員を任命し、法令ならびに社会規範等の遵守

状況の確認及び改善を行っております。
また、遵法意識向上と不正行為防止等を図るため、当社グループ役職員に対しコンプライ

アンスに係る社内教育を実施し、グループ内部通報窓口「ＲＳなんでも相談窓口」を運用す
ることで当社グループのコンプライアンス体制の実効性を確保するとともに、当社グループ
の行動規範である「倫理規範」によって、一人ひとりが日ごろ実践すべき行動の意識づけを
行っております。

（2）リスクマネジメント体制
当社は、リスク管理に係る社内規程を整備するとともに、代表取締役社長が議長を務める

「常務会」、「関係会社経営会議」を通じて、当社グループにおいて発生し得る損失危機に対
応するための取り組みの検討や具体的な指示を、当社グループ内へ展開しております。
人材の確保に関するリスクへの対応として、人材育成に関する方針及び社内環境整備に関

する方針を定め、社員の自律的かつ持続的な成長支援、働きがいのある組織づくりに努めて
おります。

（3）取締役の職務執行の状況
当社は、当社「取締役会規程」に基づき取締役会を毎月１回以上開催し、法令又は定款に

定められた事項及び経営上重要な意思決定を実施するとともに、取締役の職務執行の適法
性、適正性及び効率性についての監督を行っております。
「常務会」、「経営会議」等の経営に係る重要な会議には取締役が出席し、執行役員による職務
の執行状況を確認しております。なお、これら重要な会議の決裁書類及び議事録等の重要な情
報は、当社「文書管理規程」等の社内規程に基づき適切に保存及び管理されております。
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（4）内部監査体制
当社は、業務執行より独立した社長直下の内部監査部門として監査室を設置しておりま

す。監査室は、監査方針及び期初監査計画に基づき実施した内部監査の結果を「監査報告
書」にまとめるとともに、指摘事項に対する改善内容を事後確認し、確実な改善活動の実施
等をフォローアップしております。

（5）グループ管理体制
当社は、子会社における業務の適正を確保するため、執行役員に当社グループ各社の取締

役を兼務させ、子会社の事業状況その他の重要事項について各子会社より報告を受け、必要
に応じて指導を行っております。

（6）監査等委員である取締役の監査体制
当社の監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の業務の

執行状況を確認するとともに、経営上重要な事項に関する意思決定プロセスについての適法
性及び妥当性の確認を行っております。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門と定期的な会合を持ち、情報交

換や意見交換をするなど緊密に連携を図っております。
監査等委員である取締役の職務を補助すべき従業員の選定にあたっては、当社は事前に監

査等委員である取締役の同意を得て決定しております。現時点では補助すべき従業員はおり
ません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と、企業価値向上

に向けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的な判断により、適正な株主配当に
努めてまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回行うことを基本的な方針としており、

剰余金の配当の決定機関は、2009年６月25日開催の第40回定時株主総会において、剰余金
の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令で別段の定めのある場合を
除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨の定款変更を決議しておりま
す。
この基準に基づき、2023年度の配当金は、当期の利益状況を鑑み、１株当たり37円（うち

中間配当17円）とさせていただきました。
また、内部留保金につきましては、データセンタービジネスの強化、ＩＣＴの裾野の拡がり

やＡＩをはじめとした急速な技術革新への対応、製品・サービスの品質向上、高度な技術者の
確保・育成への積極的な投資に有効活用してまいります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 10,542,602 流 動 負 債 8,129,620

現 金 及 び 預 金 3,700,636 買 掛 金 624,009
受 取 手 形 26,841 1年内返済予定の長期借入金 3,500,000
売 掛 金 4,517,599 リ ー ス 債 務 713,000
契 約 資 産 75,860 未 払 金 826,306
リ ー ス 投 資 資 産 703,644 未 払 法 人 税 等 249,969
棚 卸 資 産 536,648 契 約 負 債 399,449
そ の 他 981,778 賞 与 引 当 金 850,004
貸 倒 引 当 金 △406 役 員 賞 与 引 当 金 8,818

固 定 資 産 11,297,596 受 注 損 失 引 当 金 190,286
有 形 固 定 資 産 7,121,372 訴 訟 損 失 引 当 金 566,458
建 物 及 び 構 築 物 1,008,340 そ の 他 201,315
機 械 及 び 装 置 2,311 固 定 負 債 1,418,931
車 両 運 搬 具 5,922 リ ー ス 債 務 1,131,922
工 具、 器 具 及 び 備 品 781,115 繰 延 税 金 負 債 136,130
土 地 465,768 退 職 給 付 に 係 る 負 債 3,035
リ ー ス 資 産 324,674 資 産 除 去 債 務 145,000
建 設 仮 勘 定 4,533,240 そ の 他 2,843

無 形 固 定 資 産 1,053,601 負 債 合 計 9,548,552
ソ フ ト ウ エ ア 276,087 （純 資 産 の 部）
リ ー ス 資 産 609,846 株 主 資 本 12,059,905
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 34,508 資 本 金 1,966,900
そ の 他 133,157 資 本 剰 余 金 2,453,650

投 資 そ の 他 の 資 産 3,122,622 利 益 剰 余 金 7,648,539
投 資 有 価 証 券 371,423 自 己 株 式 △9,184
繰 延 税 金 資 産 46,788 その他の包括利益累計額 231,741
退 職 給 付 に 係 る 資 産 2,304,290 その他有価証券評価差額金 131,190
長 期 前 払 費 用 201,556 為 替 換 算 調 整 勘 定 8,738
そ の 他 198,605 退職給付に係る調整累計額 91,811
貸 倒 引 当 金 △41 純 資 産 合 計 12,291,646
資 産 合 計 21,840,198 負 債 純 資 産 合 計 21,840,198
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連 結 損 益 計 算 書
(20232024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 18,170,827
売 上 原 価 13,210,457

売 上 総 利 益 4,960,369
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,110,190

営 業 利 益 1,850,179
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,398
受 取 配 当 金 7,577
受 取 賃 貸 料 7,897
転 リ ー ス 差 益 8,192
補 助 金 収 入 21,180
そ の 他 5,203 51,448

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36,696
賃 貸 収 入 原 価 1,363
為 替 差 損 429
そ の 他 3,814 42,305
経 常 利 益 1,859,323

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 7 7

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,645
投 資 有 価 証 券 売 却 損 30
訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 566,458 568,135

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,291,195
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 509,435
法 人 税 等 調 整 額 △163,129 346,306
当 期 純 利 益 944,888
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 944,888
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連結株主資本等変動計算書
(20232024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2023 年４月１日 期首残高 1,966,900 2,453,650 6,840,101 △8,947 11,251,703
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △136,449 △136,449
親会社株主に帰属する当期純利益 944,888 944,888
自 己 株 式 の 取 得 △237 △237
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 （純 額）

連結会計年度中の変動額合計 − − 808,438 △237 808,201
2024年３月31日 期末残高 1,966,900 2,453,650 7,648,539 △9,184 12,059,905

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

2023 年４月１日 期首残高 31,377 △5,748 △217,968 △192,339 11,059,364
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △136,449
親会社株主に帰属する当期純利益 944,888
自 己 株 式 の 取 得 △237
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 （純 額）

99,812 14,487 309,780 424,080 424,080

連結会計年度中の変動額合計 99,812 14,487 309,780 424,080 1,232,282
2024年３月31日 期末残高 131,190 8,738 91,811 231,741 12,291,646
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 ３社
主要な連結子会社の名称 ㈱両毛ビジネスサポート

リョウモウ・ベトナム・ソリューションズ・カンパニ
ー・リミテッド
リョウモウ・フィリピンズ・インフォメーション・コ
ーポレーション

② 非連結子会社の状況
該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
1） 有価証券の評価基準及び評価方法

イ 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
ロ その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
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2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
イ 原材料及び貯蔵品

情報処理機器 個別法による原価法
用紙 月別総平均法による原価法
サプライ用品 月別総平均法による原価法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

ロ 仕掛品 個別法による原価法
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産

（リース資産を除く） 定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３〜50年
工具、器具及び備品 ２〜20年

ロ 無形固定資産
（リース資産を除く） 定額法によっております。

自社利用目的のソフトウェアについては、社内におけ
る見込利用可能期間（５年）に基づいております。
市場販売目的のソフトウェアについては、３年又は５
年間の見込販売金額に対する比率による償却額と、残
存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい額
によっております。

ハ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。なお、一部の海外連結子会社
は、IFRS第16号「リース」を適用しております。
IFRS第16号の適用により、原則としてすべての借手
としてのリースを連結貸借対照表に資産及び負債とし
て計上しております。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞
与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており
ます。

ハ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における
支給見込額に基づき計上しております。

ニ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、連結会計年
度末時点で将来の損失額を合理的に見積もることが可
能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込
まれる損失額を計上しております。

ホ 訴訟損失引当金 係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生す
る可能性のある損失を見積り、当連結会計年度末にお
いて必要と認められる金額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連
結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

ロ 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理することとしておりま
す。
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⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
イ 収益及び費用の計上基準

当社グループは、ソフトウェア開発・システム販売、
情報処理サービス、システム機器・プロダクト関連販
売、その他の情報サービスの４分野のサービスの提供
を行っており、約束した財又はサービスの支配が顧客
に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当該財又はサービス提供に関しては、契約開始時にお
いて、一定期間にわたり充足する履行義務かどうかを
判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるもの
については、一時点で充足する履行義務としていま
す。
ソフトウェア開発・システム販売のうち、一定期間に
わたり充足する履行義務は、その受注金額あるいは完
成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることが
できる場合は、報告期間の末日において測定した履行
義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわた
って収益を認識しています。
また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信
頼性をもって見積ることができない場合には、発生し
たコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と
同額を収益として認識しています。
情報処理サービス、その他の情報サービスのうち、期
間に応じた契約は契約期間中概ね一定の役務を提供す
るため、通常契約期間にわたり収益を認識しておりま
す。従量制に応じた契約は契約上の受渡し条件等を充
足することで履行義務が充足されるため、通常一時点
で収益を認識しております。
システム機器・プロダクト関連販売は、契約上の受渡
し条件等を充足することで履行義務が充足されるた
め、通常一時点で収益を認識しております。また、顧
客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提
供されるように手配する履行義務である場合には、代
理人として純額で収益を認識しております。なお、代
替的な取扱いとして出荷基準を採用しております。
取引の対価は履行義務を充足してから主に１年以内に
受領しているため、実務上の便法を使用し、重要な金
融要素の調整は行っていません。
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ロ ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
によっております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結
決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は
純資産の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。
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２．会計上の見積りに関する注記
連結計算書類の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以

下のとおりであります。

① 繰延税金資産の回収可能性
当連結会計年度計上額
繰延税金資産 693,786千円
繰延税金負債 783,128千円
繰延税金資産は毎期、過去の課税所得の推移や将来の課税所得の見込等を勘案し、回

収可能性を慎重に検討し計上しております。回収の実現性が低いと判断した場合には適
正と考えられる金額へ減額する可能性があります。

② 受注損失引当金
当連結会計年度計上額
受注損失引当金 190,286千円
受注損失引当金は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、連結会計年度末で将来

の損失額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会計年度末以降に発生が
見込まれる損失額を計上しております。
当該見積りには、受注契約に係る残工数の見込みなどの仮定を用いております。
当該見積り及び当該仮定について、残工数の変動等により見直しが必要となった場

合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する受注損失引当金の金額に重要
な影響を与える可能性があります。

③ 市場販売目的のソフトウェアの減価償却の方法
当連結会計年度計上額
減価償却費 62,419千円
市場販売目的のソフトウェアの減価償却は、製品ごとに未償却残高を、見込販売収益

を基礎として当連結会計年度の実績販売収益に対応して計算した金額と残存有効期間に
基づく均等配分額のいずれか大きい金額で償却を行うものとしております。見込販売収
益が減少した場合、ソフトウェアの減価償却費が増加する可能性があります。

④ 訴訟損失引当金
当連結会計年度計上額
訴訟損失引当金 566,458千円
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株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋地方裁判所
が当社に損害賠償額410,473千円及びその遅延損害金を株式会社オージス総研へ支払
うように命じた2024年３月27日の判決（以下、第一審判決という）に基づき、当該訴
訟に関して将来発生しうる損失の見積額として、第一審判決で言い渡された損害賠償額
及び連結貸借対照表日までの日数経過を勘案した遅延損害金を算出して計上しておりま
す。
当該見積りには、第一審判決を基にした内容で確定するものとした仮定を用いており

ます。
当該見積り及び当該仮定について、今後の判決の内容により、訴訟損失引当金の追加

計上又は取り崩しを行う可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 5,047,714千円
（2）当座貸越契約

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行等と当座貸越契約を
締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。
当座貸越極度額の総額 2,050,000千円
借入実行残高 −千円
差引額 2,050,000千円
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（3）財務制限条項
当社においては、新データセンター建設資金として、株式会社横浜銀行をアレンジャー

とする取引銀行計５行とシンジケート方式によるコミットメント型タームローン契約を締
結しております。これらの契約に基づく借入残高等は次のとおりであります。

コミットメント型タームローンの総額 2,000,000千円
借入実行残高 2,000,000千円
差引額 −千円

上記の契約については、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合に
は、返済及び貸出条件の見直しについて金融機関と協議いたします。
①各決算期末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直
前の決算期末日の金額又は2021年３月期末の金額のいずれか大きい方の75％以上に維
持すること。

②連結損益計算書の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。

（4）追加情報
訴訟損失引当金
当社は、2024年３月29日付け「当社に対する訴訟の判決に関するお知らせ」に記載の

とおり、株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋地方裁
判所より、株式会社オージス総研の請求を一部認容し、410,473千円及びその遅延損害
金を支払う旨の判決を言い渡されました。
当社はこの判決に対して控訴しておりますが、本判決が最終的に前橋地方裁判所の判決

通りに確定した場合に備え、これらにより発生する損害賠償額及びその遅延損害金を訴訟
損失引当金繰入額として566,458千円を特別損失に計上しております。
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式 3,510,000株 − − 3,510,000株

（2）自己株式の数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 の 株 式 数

普通株式 11,268株 90株 − 11,358株

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2023年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 76,972千円
・１株当たり配当額 22円
・基準日 2023年３月31日
・効力発生日 2023年６月22日

2023年10月24日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 59,477千円
・１株当たり配当額 17円
・基準日 2023年９月30日
・効力発生日 2023年12月４日
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな
るもの
2024年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 69,972千円
・１株当たり配当額 20円
・基準日 2024年３月31日
・効力発生日 2024年６月４日

５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、運転資金を

銀行借入により調達しております。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
リース投資資産は主に転リース契約に係るものであり、転リース先の信用リスクに晒さ
れております。
有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価

格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。
リース債務は主に転リース契約及び設備投資に係る資金調達であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理基準に従い、営業債権については、経理部が主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社につ
いても、当社の債権管理基準に準じて、同様の管理を行っております。

ロ 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループでは、経理部が有価証券及び投資有価証券について、定期的に時価や

発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状
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況を継続的に見直しております。
ハ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループでは、経理部が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により、流動
性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません
（（注）２．をご参照ください。）。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額

（1）リース投資資産 703,644 719,508 15,864
（2）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 350,299 350,299 −
資産計 1,053,943 1,069,808 15,864

（1）長期借入金
（１年以内に返済予定のものを含む） 3,500,000 3,479,629 △20,370

（2）リース債務
（１年以内に返済予定のものを含む） 1,844,923 1,771,610 △73,312

負債計 5,344,923 5,251,240 △93,682
（注）１．「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「買掛金」については、現金であること、及び短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

２．市場価格のない株式等
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 21,124

これらについては「その他有価証券」には含めておりません。
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３．投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時
価とみなしており、当該投資信託が含まれております。

４．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
５年内

５年超
10年内 10年超

受取手形 26,841 − − −
売掛金 4,517,599 − − −
リース投資資産 330,739 367,401 5,503 −

合計 4,875,180 367,401 5,503 −

５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：千円）

１年内 １年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内

長期借入金 3,500,000 − − − −
リース債務 713,000 505,316 442,339 140,814 37,393

合計 4,213,000 505,316 442,339 140,814 37,393

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 264,179 − − 264,179

資産計 264,179 − − 264,179
（注）一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなす投資信託につい

ては含めておりません。当該投資信託の連結貸借対照表計上額は86,120千円であります。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース投資資産 − 719,508 − 719,508
資産計 − 719,508 − 719,508

長期借入金 − 3,479,629 − 3,479,629
リース債務
（１年以内に返済予定のものを含む） − 1,771,610 − 1,771,610

負債計 − 5,251,240 − 5,251,240
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式を相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

リース投資資産
元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。

リース債務（１年以内に返済予定のものを含む）
元利金の合計額を同様の新規リースを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。
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６．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計
公共事業 社会・産業事業

ソフトウェア開発・システム販売 2,089,189 5,095,952 7,185,141
情報処理サービス 5,395,882 2,708,749 8,104,631
システム機器・プロダクト関連販売 1,440,598 1,374,723 2,815,322
その他の情報サービス 37,929 27,801 65,731
顧客との契約から生じる収益 8,963,600 9,207,227 18,170,827
その他の収益 − − −
外部顧客への売上高 8,963,600 9,207,227 18,170,827

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基本となる重要

な事項）（4）会計方針に関する事項 ⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
です。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等
（単位：千円）

当連結会計年度
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 3,854,929 4,544,440
契約資産 259,747 75,860
契約負債 368,738 399,449
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契約資産は主に、一定期間にわたり充足した履行義務に係る対価に対する当社グループの権利
であり、支払いに対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。顧客との契約か
ら生じた債権は、履行義務の充足後、別途定める支払条件により、主として１年以内に対価を受
領しております。また、当社グループの顧客との契約から生じた債権に重要な金融要素はありま
せん。
契約負債は主に、財又はサービスの提供前に当社グループが顧客から受け取った対価です。
当連結会計年度に認識された収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

288,888千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
（単位：千円）

当連結会計年度
１年以内 1,116,623
１年超 136,867
合計 1,253,490

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 3,513円26銭
（2）１株当たり当期純利益 270円07銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

９．その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2024年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 9,811,421 流 動 負 債

買 掛 金
1年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
契 約 負 債
預 り 金
賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
受 注 損 失 引 当 金
訴 訟 損 失 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
繰 延 税 金 負 債
そ の 他

7,808,358
666,926

3,500,000
681,198
693,042
127,729
227,511
400,145
34,476

742,379
7,404

159,006
566,458

2,079
1,331,265
1,074,672
145,000
109,126

2,466

現 金 及 び 預 金 3,212,509
受 取 手 形 26,841
売 掛 金 4,330,585
契 約 資 産 75,860
リ ー ス 投 資 資 産 700,803
仕 掛 品 513,045
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 12,137
前 払 費 用 346,758
未 収 入 金 587,993
そ の 他 5,151
貸 倒 引 当 金 △264

固 定 資 産 11,237,155
有 形 固 定 資 産 7,076,370
建 物 965,862
構 築 物 40,096
機 械 及 び 装 置 2,311
車 両 運 搬 具 2,931
工 具、 器 具 及 び 備 品 775,450
土 地 465,768 負 債 合 計 9,139,623
リ ー ス 資 産 293,373 （純 資 産 の 部）

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

11,777,762
1,966,900
2,453,650
2,453,650
7,366,397

63,000
7,303,397
2,170,000
5,133,397
△9,184
131,190
131,190

建 設 仮 勘 定 4,530,576
無 形 固 定 資 産 1,031,740
借 地 権 119,598
ソ フ ト ウ エ ア 276,495
リ ー ス 資 産 587,234
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 35,632
そ の 他 12,780

投 資 そ の 他 の 資 産 3,129,044
投 資 有 価 証 券 371,423
関 係 会 社 株 式 191,991
出 資 金 2,520
長 期 前 払 費 用 196,660
前 払 年 金 費 用 2,177,712
そ の 他 188,778
貸 倒 引 当 金 △41 純 資 産 合 計 11,908,953
資 産 合 計 21,048,577 負 債 純 資 産 合 計 21,048,577
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損 益 計 算 書
(20232024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,305,164
売 上 原 価 11,909,891

売 上 総 利 益 4,395,273
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,824,466

営 業 利 益 1,570,806
営 業 外 収 益

受 取 利 息 55
受 取 配 当 金 157,577
受 取 賃 貸 料 8,573
補 助 金 収 入 21,180
そ の 他 37,346 224,732

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34,525
賃 貸 収 入 原 価 2,398
そ の 他 4,443 41,367
経 常 利 益 1,754,170

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 165 165

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,645
投 資 有 価 証 券 売 却 損 30
訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 566,458 568,135

税 引 前 当 期 純 利 益 1,186,201
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 443,118
法 人 税 等 調 整 額 △171,089 272,029
当 期 純 利 益 914,172
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株主資本等変動計算書
(20232024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2023年４月１日 期首残高 1,966,900 2,453,650 2,453,650 63,000 2,170,000 4,355,675 6,588,675
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △136,449 △136,449
当 期 純 利 益 914,172 914,172
自 己 株 式 の 取 得
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 （純 額）

事業年度中の変動額合計 − − − − − 777,722 777,722
2024年３月31日 期末残高 1,966,900 2,453,650 2,453,650 63,000 2,170,000 5,133,397 7,366,397

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2023年４月１日 期首残高 △8,947 11,000,277 31,377 31,377 11,031,655
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △136,449 △136,449
当 期 純 利 益 914,172 914,172
自 己 株 式 の 取 得 △237 △237 △237
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 （純 額）

99,812 99,812 99,812

事業年度中の変動額合計 △237 777,485 99,812 99,812 877,298
2024年３月31日 期末残高 △9,184 11,777,762 131,190 131,190 11,908,953
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
1） 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
2） 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
3） その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
1） 原材料及び貯蔵品

情報処理機器 個別法による原価法
用紙 月別総平均法による原価法
サプライ用品 月別総平均法による原価法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

2) 仕掛品 個別法による原価法
（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
（リース資産を除く） 定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３〜50年
工具、器具及び備品 ２〜20年
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② 無形固定資産
（リース資産を除く） 定額法によっております。

自社利用目的のソフトウェアについては、社内におけ
る見込利用可能期間（５年）に基づいております。
市場販売目的のソフトウェアについては、３年又は５
年間の見込販売金額に対する比率による償却額と、残
存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい額
によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞
与支給見込額の当事業年度負担額を計上しておりま
す。

③ 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給
見込額に基づき計上しております。

④ 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、事業年度末
時点で将来の損失額を合理的に見積もることが可能な
ものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損
失額を計上しております。
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⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
ただし、年金資産の見込額が退職給付債務を上回った
ため、当該金額を固定資産の「前払年金費用」に計上
しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理することとして
おります。

⑥ 訴訟損失引当金 係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生す
る可能性のある損失を見積り、当事業年度末において
必要と認められる金額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
① 収益及び費用の計上基準

当社は、ソフトウェア開発・システム販売、情報処理
サービス、システム機器・プロダクト関連販売、その
他の情報サービスの４分野のサービスの提供を行って
おり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
込まれる金額で収益を認識しております。
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当該財又はサービス提供に関しては、契約開始時にお
いて、一定期間にわたり充足する履行義務かどうかを
判断し、当該履行義務に該当しないと判断されるもの
については、一時点で充足する履行義務としていま
す。
ソフトウェア開発・システム販売のうち、一定期間に
わたり充足する履行義務は、その受注金額あるいは完
成までに要する総原価が信頼性をもって見積ることが
できる場合は、報告期間の末日において測定した履行
義務の充足に係る進捗度に基づいて、当該期間にわた
って収益を認識しています。
また、受注金額あるいは完成までに要する総原価が信
頼性をもって見積ることができない場合には、発生し
たコストのうち回収可能性が高いと判断される部分と
同額を収益として認識しています。
情報処理サービス、その他の情報サービスのうち、期
間に応じた契約は契約期間中概ね一定の役務を提供す
るため、通常契約期間にわたり収益を認識しておりま
す。従量制に応じた契約は契約上の受渡し条件等を充
足することで履行義務が充足されるため、通常一時点
で収益を認識しております。
システム機器・プロダクト関連販売は、契約上の受渡
し条件等を充足することで履行義務が充足されるた
め、通常一時点で収益を認識しております。また、顧
客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提
供されるように手配する履行義務である場合には、代
理人として純額で収益を認識しております。なお、代
替的な取扱いとして出荷基準を採用しております。
取引の対価は履行義務を充足してから主に１年以内に
受領しているため、実務上の便法を使用し、重要な金
融要素の調整は行っていません。
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② ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
によっております。

（5）その他計算書類作成のための基本となる事項
① 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま
す。

② 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の
方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異な
っております。
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２．会計上の見積りに関する注記
計算書類の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下の

とおりであります。

① 繰延税金資産の回収可能性
当事業年度計上額
繰延税金資産 647,521千円
繰延税金負債 756,648千円
繰延税金資産は毎期、過去の課税所得の推移や将来の課税所得の見込等を勘案し、回

収可能性を慎重に検討し計上しております。回収の実現性が低いと判断した場合には適
正と考えられる金額へ減額する可能性があります。

② 受注損失引当金
当事業年度計上額
受注損失引当金 159,006千円
受注損失引当金は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、事業年度末で将来の損

失額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌事業年度末以降に発生が見込まれ
る損失額を計上しております。
当該見積りには、受注契約に係る残工数の見込みなどの仮定を用いております。
当該見積り及び当該仮定について、残工数の変動等により見直しが必要となった場

合、翌事業年度以降の計算書類において認識する受注損失引当金の金額に重要な影響を
与える可能性があります。

③ 市場販売目的のソフトウェアの減価償却の方法
当事業年度計上額
減価償却費 62,419千円
市場販売目的のソフトウェアの減価償却は、製品ごとに未償却残高を、見込販売収益

を基礎として当事業年度の実績販売収益に対応して計算した金額と残存有効期間に基づ
く均等配分額のいずれか大きい金額で償却を行うものとしております。見込販売収益が
減少した場合、ソフトウェアの減価償却費が増加する可能性があります。
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④ 訴訟損失引当金
当事業年度計上額
訴訟損失引当金 566,458千円
株式会社オージス総研が当社を相手方として提起した訴訟に関して、前橋地方裁判所

が当社に損害賠償額410,473千円及びその遅延損害金を株式会社オージス総研へ支払
うように命じた2024年３月27日の判決（以下、第一審判決という）に基づき、当該訴
訟に関して将来発生しうる損失の見積額として、第一審判決で言い渡された損害賠償額
及び貸借対照表日までの日数経過を勘案した遅延損害金を算出して計上しております。
当該見積りには、第一審判決を基にした内容で確定するものとした仮定を用いており

ます。
当該見積り及び当該仮定について、今後の判決の内容により、訴訟損失引当金の追加

計上又は取り崩しを行う可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 4,999,685千円
（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 173,575千円
② 短期金銭債務 97,749千円

（3）当座貸越契約
「連結注記表３．連結貸借対照表に関する注記(２) 当座貸越契約」に記載の内容と同

一であるため、注記を省略しております。
（4）財務制限条項

「連結注記表３．連結貸借対照表に関する注記(３) 財務制限条項」に記載の内容と同
一であるため、注記を省略しております。
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（5）追加情報
「連結注記表３．連結貸借対照表に関する注記(４) 追加情報」に記載の内容と同一で

あるため、注記を省略しております。

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

① 売上高 1,729,739千円
② 仕入高 804,403千円
③ 営業取引以外の取引高 183,475千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 11,268株 90株 − 11,358株
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６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）
繰延税金資産
賞与引当金 226,128
訴訟損失引当金 172,543
受注損失引当金 148,975
資産除去債務 44,167
賞与引当金社会保険料 37,812
共済会資産 25,975
未払事業税 24,367
減価償却費 6,627
役員賞与引当金 2,255
減損損失 11,638
貸倒引当金 93
その他 11,383

繰延税金資産小計 711,969
評価性引当額 △64,447

繰延税金資産合計 647,521

繰延税金負債
前払年金費用 △663,331
資産除去債務に対応する除去費用 △35,853
その他有価証券評価差額金 △57,464

繰延税金負債合計 △756,648
繰延税金資産（負債）の純額 △109,126
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７．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

親会社 ㈱ミツバ （被所有）
直接51.3

ソフトウェア
開発・システ
ム販売等並び
に建物の賃貸
借

ソフトウェア
開発・システ
ム販売等

1,560,603 売掛金 151,427

建物の賃貸 5,100 ― ―

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。
（2）建物の賃貸借料については、近隣家賃相場を勘案し、両者の協議のうえ決定しております。

（2）子会社等

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社
㈱両毛ビジ
ネスサポー
ト

（所有）
直接100.0

業務の一部を
アウトソーシ
ング、管理業
務の受託
役員の兼任

業務の一部を
アウトソーシ
ング

163,032 買掛金 47,551

管理業務の受
託 11,717 未収入金 ―

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。
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（3）同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

同一の親会
社を持つ会
社

㈱ オ フ ィ
ス・アドバ
ン

―
ファクタリン
グ取引、資金
の預入等

ファクタリン
グ取引 1,880,223 未収入金 276,089

利息の受取 ― 預け金 ―
㈱三興エン
ジニアリン
グ

― 設備の購入等 設備の購入等 122,218 未払金 80,445

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）当社、取引先、㈱オフィス・アドバンの３社間で基本契約を締結し、ファクタリング方式による

決済を行っております。
（2）取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。
２．資金の預け入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（4）役員及び個人主要株主等

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

(千円) 科目 期末残高
(千円)

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社（当該会
社の子会社
を含む）

前橋運輸㈱ ―
機器運搬及び
設置支援作業
等

機器運搬及び
設置支援作業
等

12,255 買掛金 857

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。
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８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 3,403円88銭
（2）１株当たり当期純利益 261円29銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社両毛システムズ
取締役会 御中

新 宿 監 査 法 人
東 京 都 新 宿 区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 中 信 行
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 壬 生 米 秋

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社両毛システムズの2023

年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社両毛システムズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表
示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月20日
株式会社両毛システムズ
取締役会 御中

新 宿 監 査 法 人
東 京 都 新 宿 区

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 中 信 行
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 壬 生 米 秋

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社両毛システムズの

2023年４月１日から2024年３月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報
告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載
内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、
構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年４月１日から2024年３月31日までの第55期事業年度におけ
る取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告
いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（※内部統制システム）について取
締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、 ZoomやMicrosoft Teamsといったオンライン会議ツールも一部活用
し、内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等
からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。 また、子会社についても同様に、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同
号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、
その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（※会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に関わる事業報告、その附属明細書、計算書類（※
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）、及びその附属明細書
並びに連結計算書類（※連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当
社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかど
うかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新宿監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人新宿監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年５月21日
株式会社両毛システムズ 監査等委員会

常勤監査等委員 福 田 哲 夫 ㊞
監査等委員 星 野 陽 司 ㊞
監査等委員 小 島 昇 ㊞
監査等委員 竹 原 朋 子 ㊞

（注）監査等委員である星野陽司、小島昇及び竹原朋子は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上



至 赤城

至 浅草

至 太田

至 小山

至 前橋

岩宿 交番
至 高崎

国道50号線
岡の上

東武桐生線
新桐生駅

P
両毛システムズ
本社ビル

コンビニ
飲食店

小学校

JR両
毛線

岩宿
駅

株主総会会場ご案内図
会 場 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地

株式会社両毛システムズ１階 プレゼンテーションルーム
電話 0277−53−3131（代表）

最寄駅
東武桐生線 新桐生駅より タクシーにて５分

徒歩にて20分
ＪＲ両毛線 岩宿駅より タクシーにて10分
最寄IC
北関東自動車道 太田桐生ICより 15分
北関東自動車道 太田藪塚ICより 20分


